
現 場 代 理 人 兼 任 届 

年  月  日 

  新潟県知事        様 

  （事務所長） 

                  請負人（受託人）  

                                   住 所  

                                   氏 名                      

                                   法人にあっては名称 

                  及び代表者の氏名 

 

                                   入札整理番号    －        

 

 下記１の工事について、下記２のとおり、現場代理人が他の工事に兼任していますので届け出ます。 

記 

１ 当該工事 

事  業  名  工事番号     第      号 

工  事  名  契約番号  

工事場所                      地内 契約金額                    円 

着手期限            年  月  日 着手日        年  月  日 

履行期限            年  月  日 工事日数                    日 

現場代理人
 氏名  生年月日        年  月  日 

住所  雇用主名  

連絡体制 

１ 現場代理人の連絡先  

２ 現場代理人が不在の間、 

その職務を代行する職員(※)の

氏名及び連絡先  

 氏 名  

 連絡先 
 

兼任要件 
(該当するものに○) 

１ 同一管内かつ4,500万円未満   ２ 特記仕様書に示された工事  

３ 技術者が兼務（専任特例１号）  ４ 技術者が兼務（建設業法施行令第27条第２項） 

  ※ 現場代理人の指示のもとに、現場での連絡や作業指示等を行う者 

 

２ 兼任する工事 

(１) 発注所属  監督員氏名  

 事業名  工事番号     第      号 

 工事名  契約番号  

 工事場所                      地内 契約金額                    円 

 着手期限            年  月  日 着手日        年  月  日 

 履行期限            年  月  日 工事日数                    日 

 

(２) 発注所属  監督員氏名  

 事業名  工事番号     第      号 

 工事名  契約番号  

 工事場所                      地内 契約金額                    円 

 着手期限            年  月  日 着手日        年  月  日 

 履行期限            年  月  日 工事日数                    日 

※ 必要に応じて、兼任する工事の記載欄を加えてください。 

＊添付書類 

①兼任する工事の最新の契約書（写し） 

②兼任する工事の工程表 

③兼任する工事が中止されている場合は、中止指示書の写し  



（裏面） 

【現場代理人兼任要件  「現場代理人の常駐義務の緩和に係る措置について」より抜粋】 

次のいずれかの要件を満たす場合は、県発注工事における現場代理人を兼任できるものとする。 

 

１ 工事現場が同一の地域振興局管内にあり、兼任する工事の契約金額が１件あたり 4,500 万円未満

の場合 

ただし、発注所属において、難易度や施工内容によって現場代理人の兼任を認めがたい工事であ

る場合は、認めないことがある。 

２ 発注所属が同一である工事で、兼任する工事現場が同一又は概ね一つの現場として管理が可能な

程度隣接・近接しており、かつ工事内容に関連性がある工事(※)で、兼任してもその影響が比較的少

ないと発注所属長が認める場合（契約金額の上限は設けない。ただし、発注時に特記仕様書に示し

た工事に限る。） 

ただし、当該工事が「大規模・高難度」、「特殊」、「騒音・振動・交通管理の面で周囲への影響（問

題発生）が懸念される」工事の場合は、兼任を認めない。 

※ 工事内容に関連性がある工事とは、いわゆる「ゼロ国（県）」工事や繰越工事等への追加工事、

諸経費調整を行う近接工事、同一工区の分割発注追加工事等のことをいう。 

３ 新潟県「技術者に関する特記仕様書」の「２（１）建設業法第 26 条第３項第１号（以下、専任特

例１号という。）の適用を受ける主任技術者又は監理技術者」により、主任技術者又は監理技術者が

兼務する工事である場合 

４ 新潟県「技術者に関する特記仕様書」の「２（３）建設業法施行令第 27 条第２項に該当する場

合」により、主任技術者が兼務する工事である場合 

 

 


